
呉市海事歴史科学館に係る指定管理者の候補者の選定について 

 

 呉市海事歴史科学館に係る指定管理者の候補者を次のとおり選定しました。 

 

１ 施設の概要 

 (1) 所 在 地     呉市宝町５番２０号 

 (2) 設置目的 明治以降の日本の近現代史の縮図ともいえる呉の歴史及びその近代化の礎となった

各種の科学技術を紹介することにより住民が歴史への理解を深め，科学技術への興味

と関心を高め，平和の大切さについて考えるとともに，学習の場及び住民交流の場を

提供することにより地域の教育及び文化の向上並びに観光の振興に寄与するための施

設として設置している。 

 

２ 公募の概要 

 (1) 公募期間 平成２３年８月１７日（水）から平成２３年９月１６日（金）まで 

 (2) 応募者 

団体名 団体所在地 代表者 
大和ミュージアム運営グループ 

代表者 凸版印刷（株） 

構成員 （株）トータルメディア開発研究所 

構成員 （株）日本旅行 

構成員 ビルックス（株） 

東京都千代田区神田和泉町１番地 金子 眞吾 

 

３ 審査の概要と結果 

 (1) 審査方法 

   呉市海事歴史科学館の指定管理者選定委員会において，応募者から提出された書類及びヒアリ

ングをもとに各委員が判定を行い，応募者として適当であると認められたため，指定管理者の候

補者として選定しました。 

 

 (2) 審査基準 

審査基準 主な評価の視点 配点 
① 利用者の平等な利用が図られるもので

 あること及びサービスの向上が図られる

 ものであること。 

・利用者の平等な利用の確保 適・否 

※否は失格 

② 施設等の適切な維持管理が図られるも

 のであること。 
・施設等の適切な維持管理 適・否 

※否は失格 
③ 管理に係る経費の削減が図られるもの

 であること。 
・管理経費の縮減 適・否 

※否は失格 
④ 歴史科学館の利用促進が図られるもの

 であること。 
・質の高いサービス 

・全国展開できる営業・広報 

・苦情等への適切な対応 

適・否 

※否は失格 

⑤ 施設の管理を安定して行う能力を有し

 ていること。 
・経営基盤の安定 

・安定した管理体制 

・事故等の緊急事態への対応 

適・否 

※否は失格 

総合判定 
適・否 

※否は失格 
  

(3) 審査結果 

   審査結果は次のとおりで，大和ミュージアム運営グループを本施設の指定管理者の候補者に選 

  定しました。 

 



     応募者 大和ミュージアム運営

グループ 
【評価した点】 

(1) 博物館としての運営については，歴史系及び

ＪＡＸＡとの協定による連携を活用した科学系

企画展の開催や，保有資料の公開・活用など，

博物館本来の特性を最大限に活かした提案内容

であること。 

(2) 集客については，営業ネットワークを活用す

ることによる全国的な広報展開，地域の観光資

源との連携及び教育旅行の受け入れ拡充などに

よって，今後一層の利用促進が図られるものと

認められること。 

(3) 経費節減については，指定管理者としてのこ

れまでの実績により，育成してきた人材の有効

活用及び維持管理の経験を生かし，効率的かつ

計画的な運営が可能であると認められること。 

総合判定 適 
【内訳】 

 

審査基準① 

 

審査基準② 

 

審査基準③ 

 

審査基準④ 

 

審査基準⑤ 

 

 

適 

 

適 

 

適 

 

適 

 

適 

 

４ 指定期間 平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで  

 

【問い合わせ】呉市産業部海事歴史科学館学芸課（電話 ０８２３－２５－３０４７） 


